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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザを識別するための識別情報と前記ユーザの身体に係るデータの計測結果とを記憶
する計測器から前記識別情報と前記計測結果とを取得可能であり、また前記計測結果を記
憶しない、前記ユーザを識別するための識別情報を記憶する記憶媒体から当該識別情報を
取得可能な取得手段と、
　前記取得手段で取得した前記識別情報に従って、情報処理装置の使用を許可する許可手
段と、
　前記取得手段で前記記憶媒体から前記識別情報を取得し、前記許可手段で前記情報処理
装置の使用を許可され、前記取得手段で前記計測器から計測結果を所定の期間内に取得し
ていない場合には、前記取得手段で前記計測器から計測結果を所定の期間内に取得してい
ない旨を通知する通知手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記取得手段で前記記憶媒体から前記識別情報を取得し、前記許可手段で前記情報処理
装置の使用を許可された場合には、前記取得手段で前記計測器から計測結果を所定の期間
内に取得しているか否かを判定する取得判定手段
　を備え、
　前記通知手段は、前記取得判定手段による判定結果に基づいて、前記通知手段で前記計
測器から計測結果を所定の期間内に取得していない旨を通知することを特徴とする請求項
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１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記取得判定手段により、所定の期間内に、前記取得手段で前記計測器から計測結果を
取得していないと判定された場合に、所定の期間内に前記取得手段で前記計測器から計測
結果を取得していない旨のメッセージを送信する送信先の電子メールアドレスを記憶する
記憶手段と、
　前記取得判定手段により、所定の期間内に、前記取得手段で前記計測器から計測結果を
取得していないと判定された場合に、前記記憶手段に記憶される電子メールアドレスに対
する、所定の期間内に前記取得手段で前記計測器から計測結果を取得していない旨のメッ
セージを生成する生成手段とを備え、
　前記通知手段は、前記生成手段で生成したメッセージを前記電子メールアドレスに対し
て送信することを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記取得手段で取得した前記識別情報に従って前記ユーザの認証を行う認証手段
　を備え、
　前記許可手段は、前記認証手段による認証結果に基づいて、情報処理装置の使用を許可
することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記取得手段で前記記憶媒体から前記識別情報を取得し、前記許可手段で前記情報処理
装置の使用を許可された場合には、前記ユーザの身体に係るデータを取得するように制御
しないことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記取得手段で前記計測器から前記識別情報を取得し、前記許可手段で前記情報処理装
置の使用を許可された場合には、前記ユーザの身体に係るデータを取得するように制御す
ることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記取得手段により、前記計測器による前記ユーザの身体に係るデータを前記識別情報
とあわせて取得した場合に、当該識別情報によって識別されるユーザの情報と、当該ユー
ザの身体に係るデータとを紐付けて登録する登録手段
　を更に備えることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記登録手段で登録された計測結果を出力する出力手段
　を備えることを特徴とする請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記出力手段は、前記登録手段で登録された計測結果を前記情報処理装置の表示部に表
示することを特徴とする請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記出力手段は、前記登録手段で登録された計測結果を印刷するための印刷ジョブを生
成することを特徴とする請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記登録手段で登録された計測結果を前記出力手段により前記情報処理装置の表示部に
表示した場合に、当該出力手段で生成した当該計測結果の印刷ジョブを削除する削除手段
　を備えることを特徴とする請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　ユーザを識別するための識別情報と前記ユーザの身体に係るデータの計測結果とを記憶
する計測器から前記識別情報と前記計測結果とを取得可能であり、また前記計測結果を記
憶しない、前記ユーザを識別するための識別情報を記憶する記憶媒体から当該識別情報を
取得可能な取得手段と、
　前記取得手段で取得した前記識別情報に従って、情報処理装置の使用を許可する許可手
段と、
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　前記取得手段で前記記憶媒体から前記識別情報を取得し、前記許可手段で前記情報処理
装置の使用を許可され、前記取得手段で前記計測器から計測結果を所定の期間内に取得し
ていない場合には、前記取得手段で前記計測器から計測結果を所定の期間内に取得してい
ない旨を通知する通知手段と
　を備えることを特徴とする情報処理システム。
【請求項１３】
　ユーザを識別するための識別情報と前記ユーザの身体に係るデータの計測結果とを記憶
する計測器から前記識別情報と前記計測結果とを取得可能であり、また前記計測結果を記
憶しない、前記ユーザを識別するための識別情報を記憶する記憶媒体から当該識別情報を
取得可能な取得工程と、
　前記取得工程で取得した前記識別情報に従って、情報処理装置の使用を許可する許可工
程と、
　前記取得工程で前記記憶媒体から前記識別情報を取得し、前記許可工程で前記情報処理
装置の使用を許可され、前記取得工程で前記計測器から計測結果を所定の期間内に取得し
ていない場合には、前記取得工程で前記計測器から計測結果を所定の期間内に取得してい
ない旨を通知する通知工程と
　を含むことを特徴とする情報処理装置の制御方法。
【請求項１４】
　コンピュータを、請求項１乃至１１のいずれかに記載の情報処理装置の各手段として機
能させるためのプログラム。
【請求項１５】
　ユーザを識別するための識別情報と前記ユーザの身体に係るデータの計測結果とを記憶
する計測器から前記識別情報と前記計測結果とを取得可能であり、また前記計測結果を記
憶しない、前記ユーザを識別するための識別情報を記憶する記憶媒体から当該識別情報を
取得可能な取得工程と、
　前記取得工程で取得した前記識別情報に従って、情報処理装置の使用を許可する許可工
程と、
　前記取得工程で前記記憶媒体から前記識別情報を取得し、前記許可工程で前記情報処理
装置の使用を許可され、前記取得工程で前記計測器から計測結果を所定の期間内に取得し
ていない場合には、前記取得工程で前記計測器から計測結果を所定の期間内に取得してい
ない旨を通知する通知工程と
　を含むことを特徴とする情報処理システムの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理システム、情報処理装置、情報処理システムの制御方法、情報処理
装置の制御方法、およびプログラムに関し、特に、情報処理装置へのユーザ認証に用いら
れた情報取得対象物が計測器である場合に、計測器から計測結果を取得可能な仕組みに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　企業では、社員の健康管理のため、歩数計や血圧計等の計測器を社員に配布し、計測器
で計測した計測結果を、所定の端末に取り込み、データベースで管理することが行われて
いる。
【０００３】
　特許文献１には、認証機器により画像形成装置（プリンタ）への認証処理を行った後に
、無線通信機能つきの歩数計、ヘルスメータ、体組成計、血圧計等の計測器を用いて測定
したバイタルデータ（健康データ）を、画像形成装置に取り込んで画像形成装置内のデー
タベースに蓄積し、社員の健康管理を支援する健康管理システムが記載されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２１８５６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、従来、セキュリティ確保のために、画像形成装置への認証機能付きのＩＣカ
ードにより画像形成装置への認証を行わないと画像形成装置を使用できないという仕組み
があるが、近年、ＩＣカードに認証機能を持たせつつ、計測器にも画像形成装置への認証
機能を持たせたいという要望がある。
【０００６】
　計測器に画像形成装置への認証機能を持たせた場合、計測器とＩＣカードの両方で認証
を行うことを想定していない従来の画像形成装置は、計測器による認証処理の場合であっ
ても、従来どおり、認証情報のみを取得して、計測結果を取得しない恐れがあった。
【０００７】
　特許文献１は、認証機器により認証した後に、計測器による計測結果を取り込む仕組み
であるため、特許文献１に記載の技術では、上記課題は依然として解決できない可能性が
あった。
【０００８】
　本発明は、計測器からの計測結果の取得を促す仕組みを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の情報処理装置は、ユーザを識別するための識別情報と前記ユーザの身体に係る
データの計測結果とを記憶する計測器から前記識別情報と前記計測結果とを取得可能であ
り、また前記計測結果を記憶しない、前記ユーザを識別するための識別情報を記憶する記
憶媒体から当該識別情報を取得可能な取得手段と、前記取得手段で取得した前記識別情報
に従って、情報処理装置の使用を許可する許可手段と、前記取得手段で前記記憶媒体から
前記識別情報を取得し、前記許可手段で前記情報処理装置の使用を許可され、前記取得手
段で前記計測器から計測結果を所定の期間内に取得していない場合には、前記取得手段で
前記計測器から計測結果を所定の期間内に取得していない旨を通知する通知手段とを備え
ることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の情報処理システムは、ユーザを識別するための識別情報と前記ユーザの身体に
係るデータの計測結果とを記憶する計測器から前記識別情報と前記計測結果とを取得可能
であり、また前記計測結果を記憶しない、前記ユーザを識別するための識別情報を記憶す
る記憶媒体から当該識別情報を取得可能な取得手段と、前記取得手段で取得した前記識別
情報に従って、情報処理装置の使用を許可する許可手段と、前記取得手段で前記記憶媒体
から前記識別情報を取得し、前記許可手段で前記情報処理装置の使用を許可され、前記取
得手段で前記計測器から計測結果を所定の期間内に取得していない場合には、前記取得手
段で前記計測器から計測結果を所定の期間内に取得していない旨を通知する通知手段とを
備えることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の情報処理装置の制御方法は、ユーザを識別するための識別情報と前記ユーザの
身体に係るデータの計測結果とを記憶する計測器から前記識別情報と前記計測結果とを取
得可能であり、また前記計測結果を記憶しない、前記ユーザを識別するための識別情報を
記憶する記憶媒体から当該識別情報を取得可能な取得工程と、前記取得工程で取得した前
記識別情報に従って、情報処理装置の使用を許可する許可工程と、前記取得工程で前記記
憶媒体から前記識別情報を取得し、前記許可工程で前記情報処理装置の使用を許可され、
前記取得工程で前記計測器から計測結果を所定の期間内に取得していない場合には、前記
取得工程で前記計測器から計測結果を所定の期間内に取得していない旨を通知する通知工
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程とを含むことを特徴とする。
【００１２】
　本発明は、コンピュータを、請求項１乃至１１のいずれかに記載の情報処理装置の各手
段として機能させることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の情報処理システムの制御方法は、ユーザを識別するための識別情報と前記ユー
ザの身体に係るデータの計測結果とを記憶する計測器から前記識別情報と前記計測結果と
を取得可能であり、また前記計測結果を記憶しない、前記ユーザを識別するための識別情
報を記憶する記憶媒体から当該識別情報を取得可能な取得工程と、前記取得工程で取得し
た前記識別情報に従って、情報処理装置の使用を許可する許可工程と、前記取得工程で前
記記憶媒体から前記識別情報を取得し、前記許可工程で前記情報処理装置の使用を許可さ
れ、前記取得工程で前記計測器から計測結果を所定の期間内に取得していない場合には、
前記取得工程で前記計測器から計測結果を所定の期間内に取得していない旨を通知する通
知工程とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によると、計測器からの計測結果の取得を促すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係るプリントシステム（画像形成システム）の構成の一例を示す図であ
る。
【図２】サーバ１０１、クライアント端末１０４等に適用可能な情報処理装置としてのコ
ンピュータのハードウェア構成図。
【図３】本発明の実施形態における、画像形成装置１０２のハードウェア構成の一例を示
す図。
【図４】画像形成装置１０２における、画像形成装置１０２が計測器１０３から計測結果
を取得する処理を含む画像形成装置１０２の一連の処理の流れを示すフローチャート。
【図５】図４のステップＳ４０３の処理の詳細を示すフローチャート。
【図６】画像形成装置１０２の表示部に表示される画面であって、ユーザ操作に従った画
像形成装置１０２へのログイン処理が実行される前に表示される画面の一例を示す図。
【図７】ステップＳ４０８において画像形成装置１０２の表示部に表示されるＴＯＰ画面
の一例を示す図。
【図８】ステップＳ４０８において画像形成装置１０２の表示部に表示されるＴＯＰ画面
の一例を示す図。
【図９】ステップＳ４１１において画像形成装置１０２の表示部に表示される計測結果画
面の一例を示す図。
【図１０】図５のステップＳ５０２で画像形成装置１０２の表示部に表示される画面の一
例を示す図。
【図１１】計測器１０３の記憶部１４０３に記憶されるデータテーブルの一例を示す図。
【図１２】画像形成装置のＨＤＤ３０４に記憶される計測結果データベースの一例を示す
図。
【図１３】ステップＳ５０９において、画像形成装置１０２から管理者のクライアント端
末１０４に送信されるメールの一例を示す図。
【図１４】計測器１０３の機能構成の一例を示す図である。
【図１５】画像形成装置１０２における、画像形成装置１０２が計測器１０３から計測結
果を取得する処理を含む画像形成装置１０２の一連の処理の流れを示すフローチャート。
【図１６】画像形成装置１０２における、画像形成装置１０２が計測器１０３から計測結
果を取得する処理を含む画像形成装置１０２の一連の処理の流れを示すフローチャート。
【図１７】図１５のステップＳ１５０６の処理の詳細を示すフローチャート。
【図１８】図１６のステップＳ１６０１で画像形成装置１０２の表示部に表示される画面
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の一例を示す図。
【図１９】認証テーブルの一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、以下説明する実施
形態は、本発明を具体的に実施した場合の一例を示すもので、特許請求の範囲に記載した
構成の具体的な実施形態の１つである。
【００１８】
　図１は、本発明に係るプリントシステム（画像形成システム、情報処理システム）の構
成の一例を示す図である。
【００１９】
　図１に示すように、画像形成装置１０２（例えば、プリンタや、プリンタ、スキャナ、
コピー、ファクシミリ等の機能を有する複合機）は、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）を介してサーバ１０１や、クライアント端末１０４と通信可能に接続され
る。
【００２０】
　また、画像形成装置１０２には、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ
）ケーブル（図示しない）を介してカードリーダが接続されており、カードリーダは、Ｉ
Ｃカード（例えば、ソニー（登録商標）社のフェリカ（ＦｅｌｉＣａ）（登録商標））や
、ＩＣ認証機能付き計測器（以下、計測器１０３と呼ぶ）がかざされると、ＩＣカードや
計測器１０３の内部の情報を読み取り、画像形成装置１０２に通知する。
【００２１】
　また、画像形成装置１０２は、当該画像形成装置１０２のＨＤＤに認証テーブルを記憶
しており、ＩＣカードやＩＣ認証機能付き計測器から読み取った情報に含まれる識別情報
（ユーザＩＤ、やカードＩＤ等）が認証テーブルに含まれている場合には、当該画像形成
装置１０２の各機能の使用をユーザに許可する。
【００２２】
　画像形成装置１０２は、更に、計測器１０３がカードリーダにかざされると、計測器１
０３で測定した健康データを、当該画像形成装置１０２のＨＤＤに記憶される計測結果デ
ータベース（後述する図１２）に登録する。
【００２３】
　なお、本実施形態では計測器１０３をかざす装置として、画像形成装置を想定している
が、使用するために認証機能を持つ他の媒体をかざす必要がある装置であれば良く、例え
ば、他の実施形態として、カードリーダの機能が搭載されたＰＣであって、カードリーダ
にＩＣカードをかざさないと使用できないＰＣなどの情報処理装置であってもよい。
【００２４】
　計測器１０３は、ユーザに関する計測を行う機器である。計測器１０３としては、具体
的には血圧計、体組成計、歩数計等が挙げられる。血圧計は、ユーザの血圧を測り、健康
データの１つとして血圧値を画像形成装置１０２に送信する。体組成計は、ユーザの体重
や体脂肪率を測り、計測結果を画像形成装置１０２に送信する。歩数は、ユーザの歩数を
測定可能な機器であり、歩数を計測し画像形成装置１０２に送信する。計測器１０３の他
の例としては、ユーザの血糖値を測定可能な血糖値計やユーザの体温を測定可能な体温計
が挙げられる。
【００２５】
　計測器１０３は、ユーザに関する健康データを測定可能な機器であればどのような機器
であってもよく、例えば、健康データを測定するためのアプリケーションがインストール
された携帯電話やタブレット端末などであっても良い。ただし、計測器１０３は、上述し
たＩＣカードと同じ仕組みで、画像形成装置１０２への認証処理を行うことが出来るもの
とする。
【００２６】
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　計測器１０３による計測結果は、血圧値、体重、体脂肪率、歩数、その他、体温、脈拍
、視力、聴力、身長等、ユーザの身体に関するあらゆる情報を含む。
【００２７】
　画像形成装置１０２で管理する計測結果データベースに登録されている情報は、画像形
成装置１０２にログインしているユーザであれば、画像形成装置１０２の表示部上で、自
身のデータのみを確認できる。
【００２８】
　また、クライアント端末１０４から画像形成装置にアクセスすることで、クライアント
端末１０４上で、計測結果データベースで管理する情報を閲覧することが出来る。なお、
他の実施例として、画像形成装置１０２から、計測結果データベースに登録されている情
報を定期的に各ユーザのクライアント端末１０４に送信することで各ユーザに確認させて
も良い。
【００２９】
　上述したように、本発明の実施形態において、画像形成装置１０２は、ＩＣカードだけ
でなく、計測器１０３によっても当該画像形成装置１０２への認証処理が可能であり、更
に、計測器１０３による認証処理の場合、当該計測器１０３による計測結果を取得する必
要があるため、本発明では、画像形成装置１０２が識別情報を取得した際に、取得元がＩ
Ｃカードか計測器１０３かを判定し、計測器１０３である場合には、当該計測器１０３に
よる計測結果を取得する。
【００３０】
　また、上述したように、本発明の実施形態において、画像形成装置１０２は、ＩＣカー
ドと、計測器１０３のいずれでも当該画像形成装置１０２への認証処理が可能であるため
、ユーザは、ＩＣカードによる認証のみを行い、計測器１０３による認証処理を行わない
可能性がある。
【００３１】
　そうすると、計測器１０３による計測結果を画像形成装置１０２は取得できないため、
管理者が一般ユーザの健康状態を管理することが出来ない恐れがあるため、本発明では、
所定期間一般ユーザが計測器１０３による認証処理を行っていない場合には、画像形成装
置１０２の表示部上で警告表示したり、管理者のクライアント端末１０４に警告メールを
送信したりする。
【００３２】
　クライアント端末１０４は、プリンタドライバがインストールされており、各種アプリ
ケーションで生成した文書データを印刷データに変換して、プリンタドライバに設定され
ているポート先の画像形成装置１０２に印刷データを送信することが可能である。
【００３３】
　また、クライアント端末１０４から画像形成装置１０２にアクセスすることで、画像形
成装置１０２で管理する計測結果データベースの情報をクライアント端末１０４上で閲覧
することが出来る。ただし、計測結果データベースの情報を全て閲覧できるのは管理者（
例えば、課長や部長等の社員を管理する立場にあるユーザ）のみであり、一般ユーザは、
自身の計測結果のみを確認することが出来る。管理者は、一般ユーザの計測結果を閲覧し
て、一般ユーザの健康を管理する。
【００３４】
　計測結果データベースを閲覧するユーザが管理者であるか、一般ユーザであるかの判断
は、クライアント端末１０４から画像形成装置１０２にアクセスする際に、ユーザ情報を
併せて送信することにより、画像形成装置１０２が、当該ユーザ情報で特定されるユーザ
が管理者であるか一般ユーザであるかを判断する。
【００３５】
　サーバ１０１は、上述の説明で画像形成装置１０２が行っていた認証処理を行ったり、
画像形成装置１０２が管理していた計測結果データベースを画像形成装置１０２の代わり
に管理したりするサーバであるため、本発明の実施形態において、必須の構成ではないが
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、画像形成装置１０２のハードディスクの容量削減のために用いることが可能である。
【００３６】
　次に、図２を用いて、サーバ１０１、クライアント端末１０４に適用可能な情報処理装
置としてのコンピュータのハードウェア構成例について、図２のブロック図を用いて説明
する。
【００３７】
　なお、図２に示した構成は一例であり、後述する各処理を実現可能な構成であれば、如
何なる構成を採用しても構わない。
【００３８】
　図２において、２０１はＣＰＵで、システムバス２０４に接続される各デバイスやコン
トローラを統括的に制御する。また、ＲＯＭ２０２あるいは外部メモリ２１１には、ＣＰ
Ｕ２０１の制御プログラムであるＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕｔ　／　Ｏｕｔｐｕｔ
　Ｓｙｓｔｅｍ）やオペレーティングシステムプログラム（以下、ＯＳ）や、各サーバ或
いは各ＰＣの実行する機能を実現するために必要な後述する各種プログラム等が記憶され
ている。
【００３９】
　２０３はＲＡＭで、ＣＰＵ２０１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。ＣＰＵ
２０１は、処理の実行に際して必要なプログラム等をＲＯＭ２０２あるいは外部メモリ２
１１からＲＡＭ２０３にロードして、該ロードしたプログラムを実行することで各種動作
を実現するものである。
【００４０】
　また、２０５は入力コントローラで、キーボード（ＫＢ）２０９や不図示のマウス等の
ポインティングデバイス等からの入力を制御する。２０６はビデオコントローラで、ＣＲ
Ｔディスプレイ（ＣＲＴ）２１０等の表示器への表示を制御する。なお、表示器はＣＲＴ
だけでなく、液晶ディスプレイ等の他の表示器であってもよい。これらは必要に応じて管
理者が使用するものである。
【００４１】
　２０７はメモリコントローラで、ブートプログラム，各種のアプリケーション，フォン
トデータ，ユーザファイル，編集ファイル，各種データ等を記憶する外部記憶装置（ハー
ドディスク（ＨＤ））や、フレキシブルディスク（ＦＤ）、或いはＰＣＭＣＩＡカードス
ロットにアダプタを介して接続されるコンパクトフラッシュ（登録商標）メモリ等の外部
メモリ２１１へのアクセスを制御する。
【００４２】
　２０８は通信Ｉ／Ｆコントローラで、ネットワーク（例えば、図１に示したネットワー
ク１１７）を介して外部機器と接続・通信するものであり、ネットワークでの通信制御処
理を実行する。例えば、ＴＣＰ／ＩＰを用いた通信等が可能である。
【００４３】
　なお、ＣＰＵ２０１は、例えばＲＡＭ２０３内の表示情報用領域へアウトラインフォン
トの展開（ラスタライズ）処理を実行することにより、ディスプレイ２１０上での表示を
可能としている。また、ＣＰＵ２０１は、ディスプレイ２１０上の不図示のマウスカーソ
ル等でのユーザ指示を可能とする。
【００４４】
　本発明を実現するための後述する各種プログラムは、外部メモリ２１１に記録されてお
り、必要に応じてＲＡＭ２０３にロードされることによりＣＰＵ２０１によって実行され
るものである。さらに、上記プログラムの実行時に用いられる定義ファイル及び各種情報
テーブル等も、外部メモリ２１１に格納されており、これらについての詳細な説明も後述
する。
【００４５】
　次に図３を参照して、本発明の実施形態における、画像形成装置１０２のハードウェア
構成の一例について説明する。
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【００４６】
　図３は、本発明の実施形態における、画像形成装置１０２のハードウェア構成の一例を
示す図である。
【００４７】
　図３において、３１６はコントローラユニットで、画像入力デバイスとして機能するス
キャナ３１４や、画像出力デバイスとして機能するプリンタ部３１２と接続する一方、Ｌ
ＡＮ（例えば、図１に示したＬＡＮ１５０）や公衆回線（ＷＡＮ／外部ネットワーク）（
例えば、ＰＳＴＮまたはＩＳＤＮ等）と接続することで、画像データやデバイス情報の入
出力を行う。
【００４８】
　コントローラユニット３１６において、３０１はＣＰＵで、システム全体を制御するプ
ロセッサである。３０２はＲＡＭで、ＣＰＵ３０１が動作するためのシステムワークメモ
リであり、プログラムを記録するためのプログラムメモリや、画像データを一時記録する
ための画像メモリでもある。
【００４９】
　３０３はＲＯＭで、システムのブートプログラムや各種制御プログラムが格納されてい
る。３０４はハードディスクドライブ（ＨＤＤ）で、システムを制御するための各種プロ
グラム，画像データ等を格納する。
【００５０】
　３０７は操作部インタフェース（操作部Ｉ／Ｆ）で、操作部（キーボード）３０８との
インタフェース部である。また、操作部Ｉ／Ｆ３０７は、操作部３０８から入力したキー
情報（例えば、スタートボタンの押下）をＣＰＵ３０１に伝える役割をする。
【００５１】
　３０５はネットワークインタフェース（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉ／Ｆ）で、ネットワーク（
ＬＡＮ）１５０に接続する。また、無線通信も可能な構成となっており、赤外線やＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）を用いた通信にて他の装置と接続す
る。データの入出力を行う。３０６はモデム（ＭＯＤＥＭ）で、公衆回線に接続し、ＦＡ
Ｘの送受信等のデータの入出力を行う。
【００５２】
　３１８は外部インタフェース（外部Ｉ／Ｆ）で、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４，プリンタ
ポート，ＲＳ－２３２Ｃ等の外部入力を受け付けるＩ／Ｆ部であり、本実施形態において
は認証で必要となる携帯端末のＩＣカード（記憶媒体）の読み取り用のカードリーダ３１
９が外部Ｉ／Ｆ部３１８に接続されている。そして、ＣＰＵ３０１は、この外部Ｉ／Ｆ３
１８を介してカードリーダ３１９による携帯端末のＩＣカードからの情報読み取りを制御
し、該携帯端末のＩＣカードから読み取られた情報を取得可能である。以上のデバイスが
システムバス３０９上に配置される。
【００５３】
　３２０はイメージバスインタフェース（ＩＭＡＧＥ　ＢＵＳ　Ｉ／Ｆ）であり、システ
ムバス３０９と画像データを高速で転送する画像バス３１５とを接続し、データ構造を変
換するバスブリッジである。
　画像バス３１５は、ＰＣＩバスまたはＩＥＥＥ１３９４で構成される。画像バス３１５
上には以下のデバイスが配置される。
【００５４】
　３１０はラスタイメージプロセッサ（ＲＩＰ）で、例えば、ＰＤＬコード等のベクトル
データをビットマップイメージに展開する。３１１はプリンタインタフェース（プリンタ
Ｉ／Ｆ）で、プリンタ部３１２とコントローラユニット３１６を接続し、画像データの同
期系／非同期系の変換を行う。また、３１３はスキャナインタフェース（スキャナＩ／Ｆ
）で、スキャナ３１４とコントローラユニット３１６を接続し、画像データの同期系／非
同期系の変換を行う。
【００５５】
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　３１７は画像処理部で、入力画像データに対し補正、加工、編集を行ったり、プリント
出力画像データに対して、プリンタの補正、解像度変換等を行う。また、これに加えて、
画像処理部３１７は、画像データの回転や、多値画像データに対してはＪＰＥＧ、２値画
像データはＪＢＩＧ、ＭＭＲ、ＭＨ等の圧縮伸張処理を行う。
【００５６】
　スキャナ部３１４は、原稿となる紙上の画像を照明し、ＣＣＤラインセンサで走査する
ことで、ラスタイメージデータとして電気信号に変換する。原稿用紙は原稿フィーダのト
レイにセットし、装置使用者が操作部３０８から読み取り起動指示することにより、ＣＰ
Ｕ３０１がスキャナ３１４に指示を与え、フィーダは原稿用紙を１枚ずつフィードし原稿
画像の読み取り動作を行う。
【００５７】
　プリンタ部３１２は、ラスタイメージデータを用紙上の画像に変換する部分であり、そ
の方式は感光体ドラムや感光体ベルトを用いた電子写真方式、微少ノズルアレイからイン
クを吐出して用紙上に直接画像を印字するインクジェット方式等があるが、どの方式でも
構わない。プリント動作の起動は、ＣＰＵ３０１からの指示によって開始する。なお、プ
リンタ部３１２には、異なる用紙サイズまたは異なる用紙向きを選択できるように複数の
給紙段を持ち、それに対応した用紙カセットがある。
【００５８】
　操作部３０８は、ＬＣＤ表示部を有し、ＬＣＤ上にタッチパネルシートが貼られており
、システムの操作画面を表示するとともに、表示してあるキーが押されるとその位置情報
を操作部Ｉ／Ｆ３０７を介してＣＰＵ３０１に伝える。また、操作部３０８は、各種操作
キーとして、例えば、スタートキー、ストップキー、ＩＤキー、リセットキー等を備える
。
【００５９】
　尚、表示部はプリンタによって表示性能が異なり、タッチパネルを介して操作をできる
プリンタ、単に液晶画面を備え文字列を表示（印刷状態や印刷している文書名の表示）さ
せるだけのプリンタによって本発明は構成されている。
【００６０】
　ここで、操作部３０８のスタートキーは、原稿画像の読み取り動作を開始する時などに
用いる。スタートキーの中央部には、緑と赤の２色ＬＥＤがあり、その色によってスター
トキーが使える状態にあるかどうかを示す。また、操作部３０８のストップキーは、稼働
中の動作を止める働きをする。また、操作部３０８のＩＤキーは、使用者のユーザＩＤを
入力する時に用いる。リセットキーは、操作部からの設定を初期化する時に用いる。
【００６１】
　カードリーダ３１９は、ＣＰＵ３０１からの制御により、ＩＣカード（ＩＣチップとし
て携帯端末内に備えられていてもよい）に記憶されている情報を読み取り、該読み取った
情報を外部Ｉ／Ｆ３１８を介してＣＰＵ３０１へ通知する。また、カードリーダ３１９は
ＮＦＣの通信規格に対応しており、ＩＣカードや携帯端末のＩＣチップへの読み書きを行
うことが可能な構成となっている。なお、ＮＦＣ規格対応のカードリーダに、ＮＦＣ規格
対応の携帯端末をかざすと、認証を行い、携帯端末とプリンタ（複合機）とのペアリング
を行う。そして、かざされた携帯端末とプリンタ（複合機）で通信（Ｐ２Ｐ）を確立して
データの通信を行うことが可能である。その他、高速通信規格である、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）やＷｉ－Ｆｉ（登録商標）に通信を引き継ぎ（ハンドオーバー）、携帯端
末とプリンタ（複合機）間で通信を行わせることも可能である。例えば、携帯端末をカー
ドリーダにかざすことで、携帯端末に記憶されている画像をプリンタ（複合機）へ送信す
ることが可能となる。なお、ＮＦＣの通信規格の詳細は、従来技術であるため、説明を省
略するものとする。
【００６２】
　上述した画像形成装置１０２では、画像形成装置１０２を制御するためのプラットフォ
ームが存在し、このプラットフォーム上で、認証サーバと通信するための認証アプリケー
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ションが動作している。認証アプリケーションはＨＤＤ３０４に記憶されている。プラッ
トフォームが管理する、ログイン時にユーザ情報を格納するログインコンテキストや、各
種設定情報は、ＨＤＤ３０４上に領域が確保されている。
【００６３】
　また、プラットフォーム上には、画像形成装置１０２の本体機能を拡張したアプリケー
ションがインストールされ、動作している。これらアプリケーションは、プラットフォー
ムのＡＰＩを用いて実行される。
　このプラットフォームを介して、プリンタの各機能を制御することが可能な構成となっ
ている。
【００６４】
　また、画像形成装置１０２には、Ｗｅｂブラウザも記憶されており、Ｗｅｂシステムと
連携することも可能である。この場合、Ｗｅｂアプリケーションサーバから受信した画面
をＷｅｂブラウザを用いて表示する。Ｗｅｂブラウザ上で指示した命令は、Ｗｅｂアプリ
ケーションサーバへ要求がなされ、Ｗｅｂアプリケーションサーバからの命令を受け付け
ることによって、画像形成装置１０２により動作（スキャンやプリント処理）を実行する
ことが可能である。
【００６５】
　以上のような構成によって、画像形成装置１０２は、スキャナ３１４から読み込んだ画
像データをＬＡＮ１５０上に送信したり、ＬＡＮ１５０から受信した印刷データをプリン
タ部３１２により印刷出力することができる。
【００６６】
　また、スキャナ３１４から読み込んだ画像データをモデム３０６により、公衆回線上に
ＦＡＸ送信したり、公衆回線からＦＡＸ受信した画像データをプリンタ部３１２により出
力したりすることできる。以上が図３の、本発明の実施形態における、画像形成装置１０
２のハードウェア構成の一例についての説明である。
【００６７】
　次に、図１４を用いて、本発明の実施形態における、計測器１０３の機能構成を説明す
る。
【００６８】
　図１４は、本発明の実施形態における、計測器１０３の機能構成の一例を示す図である
。
【００６９】
　図１４は、計測器１０３の機能構成の一例を示す図である。尚、図１４の機能構成は一
例であり、用途や目的に応じて様々な構成例があることは言うまでもない。
【００７０】
　計測器１０３は、タイマ部１４０１、計測部１４０２、記憶部１４０３、通信部１４０
４、表示部１４０５、操作部１４０６を備える。
　タイマ部１４０１は、計測部１４０２による計測に係る時間管理や、日付の管理を行う
。
【００７１】
　計測部１４０２は、ユーザに関する計測を行う。具体的には、血圧値、体重、体脂肪率
、歩数、その他、体温、脈拍、視力、聴力、身長等、計測器の種類に応じた計測を行う。
【００７２】
　記憶部１４０３は、計測器１０３のＲＡＭ１０３やフラッシュメモリ１１０等の記憶媒
体に計測部１４０２で計測した結果を記憶する。
【００７３】
　通信部１４０４は、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）や
、ＵＳＢケーブルを画像形成装置１０２に接続することにより画像形成装置１０２と通信
する。その他、高速通信規格である、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）やＷｉ－Ｆｉ（登
録商標）に通信を引き継ぎ（ハンドオーバー）、画像形成装置１０２と通信してもよい。
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【００７４】
　表示部１４０５は、計測部１４０２で計測した計測結果を計測器１０３のディスプレイ
に表示する。
【００７５】
　操作部１４０６は、計測器１０３に対する操作をユーザから受け付ける。
　以上で図１４の説明を終了する。
【００７６】
　次に、図４を用いて、画像形成装置１０２における、画像形成装置１０２が計測器１０
３から計測結果を取得する処理を含む画像形成装置１０２の一連の処理の流れについて説
明する。
【００７７】
　図４は、画像形成装置１０２における、画像形成装置１０２が計測器１０３から計測結
果を取得する処理を含む画像形成装置１０２の一連の処理の流れを示す図である。
【００７８】
　図４の各ステップは、画像形成装置１０２のＣＰＵ３０１によって実行される。尚、図
４に示す処理内容や処理順はあくまで一例であり、これに限られない。
　なお、ステップＳ４０１の処理を実行するまでは、画像形成装置１０２は、図６に示す
画面を当該画像形成装置１０２の表示部に表示しているものとする。
【００７９】
　ステップＳ４０１において、画像形成装置１０２は、ＩＣカードまたは、計測器１０３
がユーザによってカードリーダ３１９にかざされると、当該ＩＣカードまたは、計測器１
０３から、認証情報（ユーザＩＤ等）や、当該認証情報の送信元を示す情報を取得する。
ステップＳ４０１は、本発明におけるユーザを識別するための識別情報を記憶した記憶媒
体、又は前記ユーザを識別するための識別情報を記憶し前記ユーザを計測する計測器から
、前記識別情報を取得する取得手段の一例である。
【００８０】
　なお、認証情報の送信元を示す情報は、計測器１０３の場合だけ、認証情報の送信元が
計測器である旨の情報を計測器１０３が画像形成装置１０２に送信するようにしてもよい
し、ＩＣカードの場合だけ、認証情報の送信元がＩＣカードである旨の情報をＩＣカード
が画像形成装置１０２に送信するようにしてもよいし、計測器１０３とＩＣカードのそれ
ぞれが認証情報の送信元が計測器１０３である旨の情報やＩＣカードである旨の情報を、
画像形成装置１０２に送信するようにしてもよい。
【００８１】
　ステップＳ４０２において、画像形成装置１０２は、ステップＳ４０１で受信した認証
情報の送信元をが、ＩＣカードであるか、計測器１０３であるかを判定する。
【００８２】
　ステップＳ４０１で受信した認証情報の送信元が、ＩＣカードであれば、ステップＳ４
０３に進み、ステップＳ４０１で受信した認証情報の送信元が、計測器１０３であればス
テップＳ４０４に進む。
【００８３】
　ステップＳ４０３において、画像形成装置１０２は、ＩＣカードによる認証処理を行う
。ステップＳ４０３の処理の詳細は、図５を用いて説明する。ステップＳ４０３は、本発
明における、取得手段で取得した前記識別情報に従って前記ユーザの認証を行う認証手段
の一例である。
【００８４】
　ステップＳ４０４において、画像形成装置１０２は、計測器１０３から送信された認証
情報と、画像形成装置１０２で管理する認証情報とが一致する場合に、当該画像形成装置
１０２の使用を許可する。ステップＳ４０４は、本発明における、取得手段で取得した前
記識別情報に従って前記ユーザの認証を行う認証手段および、認証手段により前記ユーザ
が認証された場合に前記画像形成装置の使用を許可する許可手段の一例である。
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【００８５】
　ステップＳ４０５において、画像形成装置１０２は、ステップＳ４０１でユーザから計
測器１０３がカードリーダ３１９にざされた日に、すでに計測結果を計測器１０３から取
得済みか否かを画像形成装置１０２のＨＤＤ３０４に記憶される図１２の計測結果データ
ベースを用いて判定する。計測結果を計測器１０３から取得済みであればステップＳ４０
８に進み、計測器１０３から取得済みでなければステップＳ４０６に進む。
【００８６】
　ここで、ステップＳ４０５の処理の詳細について、図１２を用いて詳しく説明する。
【００８７】
　図１２は、画像形成装置のＨＤＤ３０４に記憶される計測結果データベースであり、計
測結果データベースでは、計測器１０３から取得した計測器１０３による計測結果をユー
ザ毎に管理している。
【００８８】
　計測結果データベースは、ユーザＩＤ１２０１、ユーザＩＤ１２０１に対応するユーザ
名１２０７、計測器ＩＤ１２０２（後述する図１９のカードＩＤと同一）、最終取り込み
日時１２０３、計測結果印刷ジョブの印刷日時１２０４、計測結果の閲覧日時１２０５、
計測結果１２０６で構成されている。
【００８９】
　ユーザＩＤ１２０１は、計測器ＩＤ１２０２の計測器を使用するユーザを識別する情報
を示す。最終取り込み日時１２０３は、画像形成装置１０２が、計測器１０３から最後に
計測結果を取得した日時が記憶される。
【００９０】
　計測結果印刷ジョブの印刷日時１２０４には、計測器１０３から取得した計測結果に基
づいてステップＳ４０７で画像形成装置１０２により生成される印刷データを、ユーザが
最後に印刷した日時が記憶される。計測結果の閲覧日時１２０５には、計測器１０３から
取得した計測結果に基づいてステップＳ４１１で画像形成装置１０２の表示部に表示され
る画面を、ユーザが最後に表示した日時が記憶される。計測結果１２０６には、画像形成
装置１０２が、計測器１０３から取得した計測結果（例えば、図１１のデータテーブルに
示す日ごとの歩数や血圧等）が記憶される。
【００９１】
　ステップＳ４０５では、画像形成装置１０２は、ステップＳ４０１でユーザから計測器
１０３がカードリーダ３１９にかざされた日と、最終取り込み日時１２０３を比較し、最
終取り込み日時１２０３が、ステップＳ４０１でユーザから計測器１０３がカードリーダ
３１９にかざされた日よりも前であれば、計測器１０３から計測結果を取得済みでないと
判断し、最終取り込み日時１２０３が、ステップＳ４０１でユーザから計測器１０３がカ
ードリーダ３１９にかざされた日であれば、計測結果を計測器１０３から取得済みである
と判断する。
【００９２】
　なお、本実施例では、日ごとに、すでに計測結果を計測器１０３から取得済みか否かを
判定するとしたが、計測器１０３から測結果を取得済みか否かの判定をどれくらいの周期
で実行するかは、管理者が画像形成装置１０２に設定することが可能であり、例えば、他
の実施例として、毎週金曜日に、計測器１０３から計測結果を取得済みか否かを判定する
としても良い。
【００９３】
　ステップＳ４０６において、画像形成装置１０２は、計測器１０３から、前回取得した
日以降の当該計測器１０３で計測した計測結果を取得し、図１２の計測結果データベース
の当該計測器１０３と計測器ＩＤ１２０２が一致する欄の計測結果１２０６に記憶する。
また、その際、最終取り込み日時１２０３を、今回計測結果を取り込んだ日時に更新する
。
【００９４】
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　ステップＳ４０６は、本発明における、取得手段で前記計測器から取得した計測結果を
登録する登録手段の一例である。
【００９５】
　ステップＳ４０６で計測器１０３から取得する計測結果は、例えば、図１１に示す計測
結果である。
【００９６】
　ここで、図１１に示す計測器の記憶部１４０３に記憶されるデータテーブルについて説
明する。
【００９７】
　図１１は、計測器１０３の記憶部１４０３に記憶されるデータテーブルの一例を示す図
である。
【００９８】
　計測日１１０１は、計測器１０３により計測を行った日付を記憶し、日付は、計測器１
０３のタイマ部１４０１で計測した時間によって特定される。
【００９９】
　計測結果１１０２には、当該計測器１０３で計測した結果を日ごとに記憶する。なお、
計測器１０３は、メモリの容量が画像形成装置と比べて小さいことから、当該計測器１０
３で記憶する計測結果は、一定期間が経過すると古い計測結果から順に削除する。そのた
め、画像形成装置１０２に計測結果を保管しておくことで、画像形成装置のメモリの容量
は計測器１０３と比べて大きいことから、計測器１０３による計測結果をより多く保管し
ておくことが可能となる。
　以上で図１１の説明を終了し、図４の説明に戻る。
【０１００】
　ステップＳ４０７において、画像形成装置１０２は、計測器１０３による計測結果の推
移を示すグラフの印刷データ（例えば、後述する図９）、および、当該印刷データの印刷
ジョブを生成し、ステップＳ４０１で計測器１０３から取得した認証情報（ユーザＩＤ）
と紐付けて画像形成装置１０２のＨＤＤ３０４に記憶する。ステップＳ４０７は、本発明
における、登録手段で登録された計測結果を出力する出力手段の一例である。
【０１０１】
　なお、本実施例では、ステップＳ４０７において画像形成装置１０２は、計測器１０３
による計測結果の推移を示すグラフの印刷データを生成するとしたが、他の実施例として
、画像形成装置１０２は、特許文献１（特開２０１３－２１８５６１号公報）に記載の社
員食堂サーバ４００のように、ユーザに関する健康データを提供する健康データ提供機器
と連携し、ユーザが食堂で食事した際に摂取したカロリーや塩分、糖分等と、計測器１０
３で計測した計測結果とを考慮することにより、次回以降食事する際のお勧めメニューの
印刷ジョブを生成したり、健康促進のためのアドバイス（例えば、ユーザの健康維持のた
めには何歩いたほうが良いといった情報等）が記載された印刷データを生成したりしても
良い。
【０１０２】
　また、本実施例では、日ごとに、すでに計測結果を計測器１０３から取得済みか否かを
判定し、計測結果を取得済みでなければステップＳ４０７で印刷ジョブを生成するとした
が、ステップＳ４０７における印刷ジョブの生成をどれくらいの周期で実行するかは、管
理者が画像形成装置１０２に設定することが可能であり、例えば、他の実施例として、毎
週金曜日に、１週間分の計測器１０３による計測結果をグラフにして出力しても良い。
【０１０３】
　ステップＳ４０７において、計測器１０３による計測結果の推移を示すグラフの印刷デ
ータの印刷ジョブをユーザから指示を受け付けることなく画像形成装置１０２が作成する
ことにより、ユーザが他の印刷ジョブを実行する際に、併せて当該グラフの印刷データの
印刷ジョブを実行させ、ユーザに自身の健康状態を確認させることが可能となる。
【０１０４】
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　ステップＳ４０８において、画像形成装置１０２は、ＴＯＰ画面を当該画像形成装置１
０２の表示部に表示する。ステップＳ４０８において画像形成装置１０２の表示部に表示
されるＴＯＰ画面は、例えば、図７や図８に示すＴＯＰ画面である。
【０１０５】
　画像形成装置１０２は、ステップＳ４０８において、ＩＣカードが画像形成装置１０２
にかざされることによって認証処理が行われた場合には、図７の画面を表示部に表示し、
計測器１０３が画像形成装置１０２にかざされることによって認証処理が行われた場合に
は、図８の画面を表示部に表示する。図７と、図８の画面の違いは、計測結果ボタン７０
４があるかないかである（図７には計測結果ボタン７０４がない）。
　ここで、ステップＳ４０８で画像形成装置１０２の表示部に表示される画面について、
図７、図８を用いて説明する。
【０１０６】
　図７は、ステップＳ４０８において画像形成装置１０２の表示部に表示されるＴＯＰ画
面の一例を示す図であり、ＩＣカードが画像形成装置１０２にかざされることによって認
証処理が行われた場合に、画像形成装置１０２の表示部に表示されるＴＯＰ画面である。
【０１０７】
　コピーボタン７０１に対してユーザによるタッチ操作を受け付けると、ユーザが画像形
成装置１０２の原稿用紙台にセットした紙を画像形成装置１０２がコピーする。
【０１０８】
　プリントボタン７０２に対してユーザによるタッチ操作を受け付けると、ユーザごとの
印刷ジョブを画像形成装置１０２が実行する。
【０１０９】
　ファックスボタン７０３に対してユーザによるタッチ操作を受け付けると、ユーザが画
像形成装置１０２の原稿用紙台にセットした紙を画像形成装置１０２がスキャンし、ユー
ザが指定した宛先にファックス送信する。
　以上で、図７の説明を終了する。次に、図８について説明する。
【０１１０】
　図８は、ステップＳ４０８において画像形成装置１０２の表示部に表示されるＴＯＰ画
面の一例を示す図であり、計測器１０３が画像形成装置１０２にかざされることによって
認証処理が行われた場合に、画像形成装置１０２の表示部に表示されるＴＯＰ画面である
。
【０１１１】
　図８のＴＯＰ画面に表示される７０１～７０３のボタンは、図７のコピーボタン７０１
、プリントボタン７０２、ファックスボタン７０３と同じものであるため、説明は省略す
る。
【０１１２】
　計測結果ボタン８０１に対してユーザによるタッチ操作を受け付けると、図４のステッ
プＳ４０６で計測器１０３から画像形成装置１０２が取得し、画像形成装置１０２が管理
する当該画像形成装置１０２にログインしたユーザの計測結果の遷移を示すグラフ（後述
する図９の計測結果画面）の画面を表示する。
　以上で、図８の説明を終了し、図４の説明に戻る。
【０１１３】
　ステップＳ４０９において、画像形成装置１０２は、ステップＳ４０８で画像形成装置
１０２の表示部に表示した画面を介してユーザから操作を受け付ける。
【０１１４】
　ステップＳ４１０において、画像形成装置１０２は、ステップＳ４０９でユーザから受
け付けた操作が、計測結果の表示指示か否かを判定する。ユーザから受け付けた操作が計
測結果の表示指示であれば、画像形成装置１０２は、ステップＳ４１１の処理に移行し、
ユーザから受け付けた操作が計測結果の表示指示でなければ、画像形成装置１０２は、ス
テップＳ４１５の処理に移行する。
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【０１１５】
　ステップＳ４１０における計測結果の表示指示とは、例えば、ステップＳ４０８におい
て画像形成装置１０２の表示部に表示される図８のＴＯＰ画面中の、計測結果ボタン８０
１に対してユーザによるタッチ操作を受け付けることである。
【０１１６】
　ステップＳ４１１において、画像形成装置１０２は、図４のステップＳ４０６で計測器
１０３から画像形成装置１０２が取得し、画像形成装置１０２が管理する当該画像形成装
置１０２にログインしたユーザの計測結果の遷移を示すグラフ（後述する図９の計測結果
画面）の画面を当該画像形成装置１０２の表示部に表示する。
【０１１７】
　また、その際、ステップＳ４０１で計測器１０３から取得した認証情報（ユーザＩＤ）
とユーザＩＤ１２０１が一致する欄の計測結果の閲覧日時１２０５を、今回ユーザが計測
結果の遷移を示すグラフを表示した日時に更新する。
【０１１８】
　ここで、ステップＳ４１１において画像形成装置１０２の表示部に表示される計測結果
画面について、図９を用いて説明する。
【０１１９】
　図９は、ステップＳ４１１において画像形成装置１０２の表示部に表示される計測結果
画面の一例を示す図である。また、ステップＳ４０７において画像形成装置１０２が生成
する計測器１０３による計測結果の推移を示すグラフの印刷データも図９と同様のもので
ある。
【０１２０】
　図９に示すように、計測器１０３による計測結果の推移を棒グラフで示すことにより、
ユーザに、自身の運動量を視覚的に分かりやすく示している。
【０１２１】
　なお、他の実施例として、図９の画面以外にも、食事のお勧めメニューの画面を表示し
たり、健康促進のためのアドバイスが記載された画面を表示したりしても良い。その場合
、各画面を切り換え可能とするためのタブを備えることにより、タブに対してユーザによ
るタッチ操作を受け付けると、画面を切り換え可能とすることが望ましい。
【０１２２】
　印刷ボタン９０１がユーザにより押下されると、図９の計測結果画面の印刷データ、お
よび印刷ジョブを生成し、ステップＳ４０１で計測器１０３から取得した認証情報（ユー
ザＩＤ）と紐付けて画像形成装置１０２のＨＤＤ３０４に記憶する。
【０１２３】
　終了ボタン９０２がユーザにより押下されると、図９の画面を閉じる。
【０１２４】
　ステップＳ４１１－２において、画像形成装置１０２は、ステップＳ４１１で画像形成
装置の表示部に表示した画面を介して、ユーザから操作を受け付ける。
【０１２５】
　ステップＳ４１２において、画像形成装置１０２は、ステップＳ４１１－２でユーザか
ら受け付けた操作が、計測結果の印刷指示か否かを判定する。ユーザから受け付けた操作
が計測結果の印刷指示であれば、画像形成装置１０２は、ステップＳ４１６の処理に移行
し、ユーザから受け付けた操作が計測結果の印刷指示でなければ（例えば、終了ボタン９
０２がユーザにより押下される操作であれば）、計測結果の表示を終了し、ステップＳ４
１３の処理に移行する。
【０１２６】
　ステップＳ４１２における計測結果の印刷指示とは、例えば、ステップＳ４１１におい
て画像形成装置１０２の表示部に表示される図９の画面中の、印刷ボタン９０１に対して
ユーザによるタッチ操作を受け付けることである。
【０１２７】
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　ステップＳ４１３において、画像形成装置１０２は、当該画像形成装置１０２のＨＤＤ
３０４に、ステップＳ４０７で生成した計測器１０３による計測結果の推移を示すグラフ
の印刷データの印刷ジョブであって、ステップＳ４０１で計測器１０３から取得した認証
情報（ユーザＩＤ）と認証情報が一致する印刷ジョブがあるか否かを判定する。
【０１２８】
　画像形成装置１０２のＨＤＤ３０４に、ステップＳ４０７で生成した計測器１０３によ
る計測結果の推移を示すグラフの印刷データの印刷ジョブであって、ステップＳ４０１で
計測器１０３から取得した認証情報（ユーザＩＤ）と認証情報が一致する印刷ジョブがあ
る場合には、画像形成装置１０２は、ステップＳ４１４の処理に移行し、画像形成装置１
０２のＨＤＤ３０４に、ステップＳ４０７で生成した計測器１０３による計測結果の推移
を示すグラフの印刷データの印刷ジョブであって、ステップＳ４０１で計測器１０３から
取得した認証情報（ユーザＩＤ）と認証情報が一致する印刷ジョブがなければ、画像形成
装置１０２は、ステップＳ４０９の処理に移行する。
【０１２９】
　ステップＳ４１４において、画像形成装置１０２は、画像形成装置１０２のＨＤＤ３０
４に記憶された、ステップＳ４０７で生成した計測器１０３による計測結果の推移を示す
グラフの印刷データの印刷ジョブであって、ステップＳ４０１で計測器１０３から取得し
た認証情報（ユーザＩＤ）と認証情報が一致する印刷ジョブを削除する。
【０１３０】
　ステップＳ４１４の処理に示すとおり、ステップＳ４１１で画像形成装置１０２が管理
する当該画像形成装置１０２にログインしたユーザの計測結果の遷移を示すグラフ（図９
の計測結果画面）の画面を当該画像形成装置１０２の表示部に表示した場合には印刷ジョ
ブを削除することにより、一旦、計測器１０３による計測結果をユーザが確認したにも関
わらず、再度計測結果の推移を示すグラフの印刷データを印刷させてユーザに確認させる
というユーザの煩わしさを軽減させることができる。
【０１３１】
　ステップＳ４１５において、画像形成装置１０２は、ステップＳ４０９でユーザから受
け付けた操作が、ステップＳ４０７で生成した計測器１０３による計測結果の推移を示す
グラフの印刷データの印刷ジョブの実行指示を受け付けたか否かを判定する。ステップＳ
４０７で生成した計測器１０３による計測結果の推移を示すグラフの印刷データの印刷ジ
ョブの実行指示を受け付けたならば、画像形成装置１０２は、ステップＳ４１６において
、印刷ジョブを実行し、ステップＳ４０７で生成した計測器１０３による計測結果の推移
を示すグラフの印刷データの印刷ジョブの実行指示を受け付けなければ、画像形成装置１
０２は、ステップＳ４１７の処理に移行する。
【０１３２】
　ステップＳ４１７において、画像形成装置１０２は、ステップＳ４０９でユーザから受
け付けた操作が、ログアウト指示か否かを判定する。ユーザから受け付けた操作がログア
ウト指示であれば、画像形成装置１０２は、当該画像形成装置１０２にログインしている
ユーザのログアウト処理を行った上で、本処理を終了し、ユーザから受け付けた操作がロ
グアウト指示でなければ、画像形成装置１０２は、ステップＳ４１８の処理に移行する。
【０１３３】
　ステップＳ４１８において、画像形成装置１０２は、ユーザ操作に従ったその他の処理
（例えば、画像形成装置１０２の本体設定の変更処理や、用紙の補充処理、プリント、ス
キャン、コピー、ＦＡＸ等）を実行し、ステップＳ４０９の処理に移行する。なお、プリ
ントを行う操作である場合には、ユーザごとの印刷ジョブ一覧を画像形成装置１０２の表
示部に表示することになるが、その際、ステップＳ４０７で印刷ジョブが生成され、ステ
ップＳ４１４で削除されていない場合には、印刷ジョブ一覧にステップＳ４０７で生成し
た印刷ジョブも表示されるため、ユーザにステップＳ４０７で生成した印刷ジョブの印刷
を促すことが出来る。
　以上で、図４の説明を終了する。
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【０１３４】
　なお、本実施例では、ステップＳ４０５～ステップＳ４０７、ステップＳ４１３の処理
を画像形成装置１０２が実行するとしたが、他の実施例として、これらの処理の一部、ま
たは全部を当該画像形成装置１０２とネットワークを介して接続されるサーバ１０１が実
行しても良い。その場合、図１２の計測結果データベースは、サーバ１０１の外部メモリ
に記憶されることになる。
【０１３５】
　次に、図５を用いて、図４のステップＳ４０３の処理について詳細に説明する。
【０１３６】
　図５は、図４のステップＳ４０３の処理の詳細を示すフローチャートである。
【０１３７】
　図５の各ステップは、画像形成装置１０２のＣＰＵ３０１によって実行される。尚、図
５に示す処理内容や処理順はあくまで一例であり、これに限られない。
【０１３８】
　ステップＳ５０１において、画像形成装置１０２は、ステップＳ４０１でユーザからＩ
Ｃカードがカードリーダ３１９にかざされた日に、すでに計測結果を計測器１０３から取
得済みか否かを画像形成装置１０２のＨＤＤ３０４に記憶される図１２の計測結果データ
ベースを用いて判定する。計測結果を計測器１０３から取得済みであればステップＳ４０
８に進み、計測器１０３から取得済みでなければステップＳ５０２に進む。
【０１３９】
　具体的には、画像形成装置１０２は、当該画像形成装置１０２のＨＤＤ３０４で記憶す
る図１２の計測結果データベースの最終取り込み日時１２０３と、ステップＳ４０１でユ
ーザからＩＣカードがカードリーダ３１９にかざされた日とを比較し、最終取り込み日時
１２０３が、ステップＳ４０１でユーザからＩＣカードがカードリーダ３１９にかざされ
た日よりも前であれば、計測器１０３から計測結果を取得済みでないと判断し、最終取り
込み日時１２０３が、ステップＳ４０１でユーザからＩＣカードがカードリーダ３１９に
かざされた日であれば、計測結果を計測器１０３から取得済みであると判断する。
【０１４０】
　なお、本実施例では、ステップＳ５０１で、図１２の計測結果データベースの最終取り
込み日時１２０３と、ステップＳ４０１でユーザからＩＣカードがカードリーダ３１９に
かざされた日とを比較したが、他の実施例として、時間単位で比較するように管理者が画
像形成装置１０２に設定しても良い。
【０１４１】
　例えば、１３時をステップＳ５０１の比較の基準として管理者が設定した場合、最終取
り込み日時１２０３が、ステップＳ４０１でユーザからＩＣカードがカードリーダ３１９
にかざされた日よりも前であっても、ステップＳ４０１でユーザからＩＣカードがカード
リーダ３１９にかざされた時間が午前１０時であればステップＳ４０８に処理を移行し、
ＩＣカードがカードリーダ３１９にかざされた時間が１４時であればステップＳ５０２に
処理を移行することになる。
【０１４２】
　また、他の実施例として、前回計測器１０３から当該計測器１０３による計測結果を取
得してから、所定時間が経過した場合に、ステップＳ５０１で計測器１０３による計測結
果を取得していないと判断しても良い。
【０１４３】
　ステップＳ５０２において、画像形成装置１０２は、計測器１０３がカードリーダ３１
９にかざされていない旨の注意喚起画面（例えば、図１０）を当該画像形成装置１０２の
表示部に表示する。
【０１４４】
　ここで、ステップＳ５０２において画像形成装置１０２の表示部に表示される注意喚起
画面について説明する。
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【０１４５】
　図１０は、本発明において、図５のステップＳ５０２で画像形成装置１０２の表示部に
表示される画面の一例を示す図である。
【０１４６】
　図１０の１００１には、計測器１０３がカードリーダ３１９にかざされていない旨をユ
ーザに伝え、かつ、計測器１０３をかざすようにユーザに促すメッセージが表示される。
【０１４７】
　ユーザがＩＣカードを用いて画像形成装置１０２にログインした日に、ユーザが計測器
１０３による計測結果を画像形成装置１０２に取り込ませていない場合に、図１０の１０
０１のようなメッセージを画像形成装置１０２の表示部に表示することにより、ユーザに
計測器１０３による計測結果を画像形成装置１０２に取り込ませるように促すことができ
る。
【０１４８】
　ステップＳ５０３において、画像形成装置１０２は、ステップＳ５０２で画像形成装置
１０２の表示部に表示した画面を介してユーザから操作を受け付けるか、もしくはＩＣカ
ードまたは、計測器１０３がユーザによってかざされることにより、当該ＩＣカードまた
は、計測器１０３から認証情報（ユーザＩＤ等）や、当該認証情報の送信元を示す情報を
取得する。
【０１４９】
　ステップＳ５０４において、画像形成装置１０２は、ステップＳ５０３で計測器１０３
がユーザによってかざされることにより、計測器１０３から認証情報（ユーザＩＤ等）を
取得したか否かを判定する。ステップＳ５０３で計測器１０３がユーザによってかざされ
ることにより、計測器１０３から認証情報（ユーザＩＤ等）を取得したならば、画像形成
装置１０２は、ステップＳ５０５に処理を移行し、ステップＳ５０３で計測器１０３がユ
ーザによってかざされることにより、計測器１０３から認証情報（ユーザＩＤ等）を取得
したのでなければ、画像形成装置１０２は、ステップＳ５０７に処理を移行する。
【０１５０】
　なお、本実施例では、ステップＳ５０４において、ステップＳ５０３で計測器１０３が
ユーザによってかざされることにより、計測器１０３から認証情報（ユーザＩＤ等）を取
得したのでなければ、画像形成装置１０２は、ステップＳ５０５に処理を移行するとした
が、他の実施例として、ステップＳ５０３において、計測器１０３がユーザによってかざ
されない場合、計測器１０３がユーザによってかざされるまで画像形成装置１０２に対す
るユーザ操作を受け付けないとしても良い。
【０１５１】
　ステップＳ５０５において、画像形成装置１０２は、計測器１０３から取得した認証情
報が、図４のステップ４０１で取得した認証情報と同一か（同一のユーザによる認証要求
か）を判定する。
【０１５２】
　ステップＳ５０５において、計測器１０３から取得した認証情報が、図４のステップ４
０１で取得した認証情報と同一でないと画像形成装置１０２が判定した場合、画像形成装
置１０２は、ステップＳ５０６に処理を移行し、ユーザのログアウト処理を実行した後、
ステップＳ４０４の処理に移行する。
【０１５３】
　ステップＳ５０５において、計測器１０３から取得した認証情報が、図４のステップ４
０１で取得した認証情報と同一であると画像形成装置１０２が判定した場合、画像形成装
置１０２は、すでにユーザ認証はできているため、ユーザのログアウト処理を実行するこ
となく、ステップＳ４０６の処理に移行する。
【０１５４】
　ステップＳ５０７において、画像形成装置１０２は、画像形成装置１０２は、ステップ
Ｓ５０３でＩＣカードがユーザによってかざされることにより、ＩＣカードから認証情報
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（ユーザＩＤ等）を取得したか否かを判定する。ステップＳ５０３でＩＣカードがユーザ
によってかざされることにより、ＩＣカードから認証情報（ユーザＩＤ等）を取得したな
らば、画像形成装置１０２は、ステップＳ５０８に処理を移行し、ステップＳ５０３で計
測器１０３がユーザによってかざされることにより、計測器１０３から認証情報（ユーザ
ＩＤ等）を取得したのでなければ、画像形成装置１０２は、ステップＳ５０９に処理を移
行する。
【０１５５】
　ステップＳ５０３で計測器１０３がユーザによってかざされることにより、計測器１０
３から認証情報（ユーザＩＤ等）を取得したのでない場合とは、画像形成装置１０２の表
示部に表示されたコピーボタン７０１やプリントボタン７０２や、ファックスボタン７０
３等が押下された場合や、ユーザからログアウト指示を受け付けた場合である。
　ステップＳ５０８において、画像形成装置１０２は、一旦ユーザのログアウト処理を実
行した後、ステップＳ５０１に処理を戻す。
【０１５６】
　ステップＳ５０９において、画像形成装置１０２は、ユーザ毎に予め設定され、画像形
成装置のＨＤＤ３０４に記憶された管理者（課長や部長といったユーザの上長等）のクラ
イアント端末１０４（例えば、パソコンや携帯電話等）に図１３に示すメールを送信する
。
【０１５７】
　ステップＳ５０９において、画像形成装置１０２は、管理者のクライアント端末１０４
に図１３に示すメールを送信することにより、管理者から計測器１０３をかざしていない
ユーザに対して、計測器をかざすように働きかけが行われることが期待できるため、より
ユーザが計測器１０３をかざすようになるという効果を得られる可能性がある。
【０１５８】
　ここで、ステップＳ５０９で画像形成装置１０２から管理者のクライアント端末１０４
に送信されるメールについて図１３を用いて説明する。
【０１５９】
　図１３は、ステップＳ５０９において、画像形成装置１０２から管理者のクライアント
端末１０４に送信されるメールの一例を示す図である。
【０１６０】
　本文１３０１には、ステップＳ５０１において、計測器１０３から計測結果を取得して
いないと判定されたユーザのユーザ名、および当該ユーザに計測器をかざすように働きか
けることを管理者に促す内容のメッセージが表示される。
　以上で図１３の説明を終了する。
【０１６１】
　なお、本実施例では、図５のステップＳ５０１およびステップＳ５０９の処理を画像形
成装置１０２が実行するとしたが、他の実施例として、これらの処理の一部、または全部
を当該画像形成装置１０２とネットワークを介して接続されるサーバ１０１が実行しても
良い。その場合、図１２の計測結果データベースは、サーバ１０１の外部メモリに記憶さ
れることになる。
　図５の説明に戻る。
【０１６２】
　ステップＳ５１０において、画像形成装置１０２は、表示部に表示されたユーザからロ
グアウト指示を受け付けたかを判定する。ステップＳ５１０で、ユーザからログアウト指
示を受け付けたと画像形成装置１０２が判定したならば、画像形成装置１０２は、画像形
成装置１０２にログインしているユーザのログアウト処理を実行し、本処理を終了する。
【０１６３】
　ステップＳ５１０で、ユーザからログアウト指示を受け付けたと画像形成装置１０２が
判定したならば、画像形成装置１０２は、ステップＳ５１１において、ユーザ操作に応じ
た処理（プリントやファックスやコピー等）を実行し、ステップＳ５０３の処理に戻る。
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　以上で図５の説明を終了する。
【０１６４】
　次に、図１５～図１７を用いて、画像形成装置１０２における、画像形成装置１０２が
計測器１０３から計測結果を取得する処理を含む画像形成装置１０２の一連の処理の流れ
の他の実施形態について説明する。
【０１６５】
　図１５～図１７は、画像形成装置１０２における、画像形成装置１０２が計測器１０３
から計測結果を取得する処理を含む画像形成装置１０２の一連の処理の流れを示す図であ
る。
【０１６６】
　図１５～図１７の各ステップは、画像形成装置１０２のＣＰＵ３０１によって実行され
る。尚、図１５～図１７に示す処理内容や処理順はあくまで一例であり、これに限られな
い。
【０１６７】
　図４、５に示す処理と異なる点は、主に２つである。１つ目は、図４、５では、ＩＣカ
ードをかざしたときに、計測器１０３を所定期間かざしていなければ警告表示するとした
が、図１５～図１７の実施形態では、ＩＣカードをかざしたときに、計測器１０３を所定
期間かざしていなければ、ＩＣカードでログインした後の図７のＴＯＰ画面においてコピ
ーボタン７０１、プリントボタン７０２、ファックスボタン７０３のいずれかに対するユ
ーザのタッチ操作を受け付け後に遷移する、それぞれの画面において、警告表示する点で
ある。２つ目は、図１５～図１７の実施形態では、計測器１０３からのデータ取得途中に
計測器１０３がはずされた場合に、エラー表示する点である。
【０１６８】
　なお、図４または図５と同じ処理については、該当する図４または図５のステップ番号
を示し、詳細な説明は省略する。
【０１６９】
　まず、図１５から説明する。
　ステップＳ１５０１は、図４のステップＳ４０１と同様の処理であり、ステップＳ１５
０２は、図４のステップＳ４０２と同様の処理であるため、詳細な説明は省略する。
【０１７０】
　ステップＳ１５０３において、画像形成装置１０２は、ＩＣカードによる認証処理を行
う。
【０１７１】
　ステップＳ１５０４は、画像形成装置１０２は、図４のステップＳ４０４と同様の処理
であり、ステップＳ１５０５は、図４のステップＳ４０５と同様の処理であるため、詳細
な説明は省略する。
【０１７２】
　ステップＳ１５０６において、画像形成装置１０２は、計測器１０３から、前回取得し
た日以降の当該計測器１０３で計測した計測結果を取得する処理を実行する。ステップＳ
１５０６の処理の詳細は、図１７を用いて後ほど説明する。
【０１７３】
　ステップＳ１５０７は、図４のステップＳ４０８と同様の処理であり、ステップＳ１５
０８は、図４のステップＳ４０９と同様の処理であるため、詳細な説明は省略する。
【０１７４】
　ステップＳ１５０９において、画像形成装置１０２は、ステップＳ１５０８でユーザか
ら受け付けた操作が、ログアウト指示か否かを判定する。ユーザから受け付けた操作がロ
グアウト指示であれば、画像形成装置１０２は、当該画像形成装置１０２にログインして
いるユーザのログアウト処理を行った上で、本処理を終了し、ユーザから受け付けた操作
がログアウト指示でなければ、画像形成装置１０２は、ステップＳ１５１０の処理に移行
する。
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【０１７５】
　ステップＳ１５０９において、画像形成装置１０２が、ステップＳ１５０８でユーザか
ら受け付けた操作が、ログアウト指示でないと判定する場合とは、例えば、図７のＴＯＰ
画面においてコピーボタン７０１、プリントボタン７０２、ファックスボタン７０３のい
ずれかに対するユーザのタッチ操作を受け付ける場合である。
【０１７６】
　ステップＳ１５１０において、画像形成装置１０２は、ステップＳ１５０２でＩＣカー
ドによる認証処理と判定され、かつステップＳ１５０１でユーザからＩＣカードがカード
リーダ３１９にかざされた日に、すでに計測結果を計測器１０３から取得済みか否かを画
像形成装置１０２のＨＤＤ３０４に記憶される図１２の計測結果データベースを用いて判
定する。
【０１７７】
　ＩＣカードによる認証処理、かつ計測器１０３からの計測結果を未取得であれば、画像
形成装置１０２は、図１６のステップＳ１６０１に処理を移行し、ＩＣカードによる認証
処理、かつ計測器１０３からの計測結果を取得済み、または計測器１０３による認証であ
れば、ステップＳ１５１１に処理を移行する。
【０１７８】
　ステップＳ１５１１は、図４のステップＳ４１０と同様の処理であり、ステップＳ１５
１２は、図４のステップＳ４１１と同様の処理であり、ステップＳ１５１３は、図４のス
テップＳ４１１－２と同様の処理であり、ステップＳ１５１４は、図４のステップＳ４１
２と同様の処理であり、ステップＳ１５１５は、図４のステップＳ４１３と同様の処理で
あり、ステップＳ１５１６は、図４のステップＳ４１４と同様の処理であり、ステップＳ
１５１７は、図４のステップＳ４１５と同様の処理であり、ステップＳ１５１８は、図４
のステップＳ４１６と同様の処理であり、ステップＳ１５１９は、図４のステップＳ４１
８と同様の処理であるため、詳細な説明は省略する。
【０１７９】
　ステップＳ１５１９において、画像形成装置１０２は、ユーザ操作に従ったその他の処
理（例えば、画像形成装置１０２の本体設定の変更処理等）を実行し、ステップＳ１５０
８の処理に移行する。
　以上で、図１５の説明を終了する。
【０１８０】
　次に図１６について説明するが、図１６に示す各ステップは、図５の各ステップと同様
の処理であるため、詳細な説明は省略する。
【０１８１】
　具体的には、ステップＳ１６０１は、ステップＳ５０２と同様の処理であり、ステップ
Ｓ１６０２は、ステップＳ５０３と同様の処理であり、ステップＳ１６０３は、ステップ
Ｓ５０４と同様の処理であり、ステップＳ１６０４は、ステップＳ５０５と同様の処理で
あり、ステップＳ１６０５は、ステップＳ５０６と同様の処理であり、ステップＳ１６０
６は、ステップＳ５０７と同様の処理であり、ステップＳ１６０７は、ステップＳ５０８
と同様の処理であり、ステップＳ１６０８は、ステップＳ５０９と同様の処理であり、ス
テップＳ１６０９は、ステップＳ５１０と同様の処理であり、ステップＳ１６１０は、ス
テップＳ５１１と同様の処理である。
【０１８２】
　図１６のステップＳ１６０１で、画像形成装置１０２の表示部に表示される注意喚起画
面は、例えば、図１８に示す画面である。
【０１８３】
　図１８は、本発明において、図１６のステップＳ１６０１で画像形成装置１０２の表示
部に表示される画面の一例を示す図であり、図７のプリントボタン７０２がユーザによる
タッチ操作により押下されたときに、当該ユーザの印刷ジョブ一覧画面（図１８の１８０
２）の上部に、注意喚起を表示する図である。
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【０１８４】
　図１８の１８０２には、計測器１０３がカードリーダ３１９にかざされていない旨をユ
ーザに伝え、かつ、計測器１０３をかざすようにユーザに促すメッセージが表示される。
【０１８５】
　ユーザがＩＣカードを用いて画像形成装置１０２にログインした日に、ユーザが計測器
１０３による計測結果を画像形成装置１０２に取り込ませていない場合に、図１８の１８
０２のようなメッセージを画像形成装置１０２の表示部に表示することにより、ユーザに
計測器１０３による計測結果を画像形成装置１０２に取り込ませるように促すことができ
る。以上で、図１８の説明を終了する。
【０１８６】
　次に、図１７を用いて、図１５の計測器１０３で計測した計測結果を取得する処理の詳
細について説明する。
【０１８７】
　ステップＳ１７０１において、画像形成装置１０２は、計測器１０３から、前回取得し
た日以降の当該計測器１０３で計測した計測結果を取得する。
【０１８８】
　ステップＳ１７０２において、画像形成装置１０２は、計測器１０３からのデータ取得
が完了したか否かを判定する。計測器１０３からのデータ取得の完了したことは、計測器
１０３から当該計測器１０３によるすべての計測結果を画像形成装置１０２に送信した旨
の情報を送ることによって決定しても良いし、計測器１０３がカードリーダ３１９にかざ
されている状態で、計測結果の送信が止まってから所定時間経過することによって決定し
てもよい。
【０１８９】
　ステップＳ１７０２において、計測器１０３からのデータ取得が完了したと判定すると
、画像形成装置１０２は、ステップＳ１７０３に処理を移行し、計測器１０３からのデー
タ取得が完了していないと判定すると、ステップＳ１７０５に処理を移行する。
【０１９０】
　ステップＳ１７０３において、画像形成装置１０２は、ステップＳ１７０１において計
測器１０３から取得した計測結果を、図１２の計測結果データベースの当該計測器１０３
と計測器ＩＤ１２０２が一致する欄の計測結果１２０６に記憶する。また、その際、最終
取り込み日時１２０３を、今回計測結果を取り込んだ日時に更新する。
【０１９１】
　ステップＳ１７０４において、画像形成装置１０２は、計測器１０３による計測結果の
推移を示すグラフの印刷データ（例えば図９）、および、当該印刷データの印刷ジョブを
生成し、ステップＳ４０１で計測器１０３から取得した認証情報（ユーザＩＤ）と紐付け
て画像形成装置１０２のＨＤＤ３０４に記憶する。
【０１９２】
　ステップＳ１７０５において、画像形成装置１０２は、カードリーダ３１９にかざされ
ていた計測器１０３がはずされたかを、当該計測器１０３との通信が切れたかによって判
定する。
【０１９３】
　画像形成装置１０２は、ステップＳ１７０５において、カードリーダ３１９にかざされ
ていた計測器１０３がはずされたと判定した場合に、ステップＳ１７０６に処理を移行し
、カードリーダ３１９にかざされていた計測器１０３がはずされていないと判定した場合
に、ステップＳ１７０１に処理を戻す。
【０１９４】
　ステップＳ１７０６において、画像形成装置１０２は、計測器１０３からの計測結果の
取得途中に計測結果の取得に係るエラーが発生した旨の注意喚起を、画像形成装置１０２
の表示部に表示する。これにより、ユーザに再度計測器１０３の計測結果を画像形成装置
１０２に取り込むように促すことが可能となる。
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　以上で、図１７の説明を終了する。
【０１９５】
　次に、図１９を用いて、図４のステップＳ４０２～ステップＳ４０４、図１５のステッ
プＳ１５０２～ステップＳ１５０４の処理をサーバ１０１、または画像形成装置１０２と
通信可能な認証サーバが実行する場合における、当該サーバ１０１、または認証サーバの
外部メモリ２１１で管理する認証テーブルについて説明する。
【０１９６】
　なお、図４のステップＳ４０２、および図１５のステップＳ１５０２は、画像形成装置
１０２が実行するとしても良い。
【０１９７】
　図１９は、本実施形態における認証テーブルの一例を示す図である。
【０１９８】
　図１９（ａ）に示すように、本実施例の認証テーブルは、ユーザ名、カードＩＤ等の情
報から構成されており、１のユーザ名に複数のカードＩＤ（本実施例ではＩＣカード用の
カードＩＤと計測器１０３用のカードＩＤ）が紐付けられて保存されている。
【０１９９】
　例えば、ユーザ名「ｕｓｅｒＡ」にはＩＣカード用のカードＩＤ「０１１１１１１１１
１ＡＢＣＤＥＦ」と、計測器１０３用のカードＩＤ「２２２２２２２２２ＡＢＣＤＥＦ」
が対応付けられている。また、ユーザ名「ｕｓｅｒＢ」にはＩＣカード用のカードＩＤ「
０１１１１１１１１１ＺＹＸＷＶＵ」と、計測器１０３用のカードＩＤ「２２２２２２２
２２ＺＹＸＷＶＵ」が対応付けられている。本実施例では、計測器１０３用のカードＩＤ
は、上位３ケタが「２２２」のカードＩＤが割り当てられているものとする。
【０２００】
　なお、図１９（ａ）における計測器のカードＩＤは、図１２における計測器ＩＤ１２０
２と同一のＩＤを示す。
【０２０１】
　図１９（ａ）に示す認証テーブルを用いる場合、図４のステップＳ４０２、および図１
５のステップＳ１５０２では、サーバ１０１、または認証サーバは、カードリーダ３１９
にかざされていた計測器１０３のカードＩＤを参照し、カード検知時にかざされたカード
が計測器１０３であるか否かを確認する。ここでは、カードＩＤに計測器１０３を示す識
別子（本実施例では上位３ケタが「２２２」）があるか否かで判定する。
【０２０２】
　なお、他の実施形態として、認証テーブルは、図１９（ｂ）に示すように、１のユーザ
名に紐付く複数のカードＩＤを、ＩＣカード用のカードＩＤと計測器１０３用のカードＩ
Ｄで予め分けて記憶しても良い。
【０２０３】
　図１９（ｂ）に示す認証テーブルを用いる場合、図４のステップＳ４０２、および図１
５のステップＳ１５０２では、サーバ１０１、または認証サーバは、カードリーダ３１９
で検知したカードのカードＩＤが、図１９（ｂ）の「カードＩＤ（ＩＣカード）」に記憶
されているか、図１９（ｂ）の「カードＩＤ（計測器）」に記憶されているかで、計測器
１０３であるか否かを確認する。
【０２０４】
　以上で、図１９の説明を終了する。
【０２０５】
　以上、本発明によると、情報処理装置へのユーザ認証に用いられた情報取得対象物が計
測器である場合に、計測器から計測結果を取得することができる。
【０２０６】
　本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラム若しくは記憶媒体等としての実
施形態も可能であり、具体的には、複数の機器から構成されるシステムに適用してもよい
し、また、１つの機器からなる装置に適用してもよい。
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【０２０７】
　なお、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、シ
ステム或いは装置に直接、或いは遠隔から供給するものを含む。そして、そのシステム或
いは装置のコンピュータが前記供給されたプログラムコードを読み出して実行することに
よっても達成される場合も本発明に含まれる。
【０２０８】
　したがって、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、前記コンピュータに
インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明は、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【０２０９】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であってもよい。
【０２１０】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハー
ドディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ
などがある。また、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－Ｒ
ＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）などもある。
【０２１１】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続する。そして、前記ホームページから本発明のコ
ンピュータプログラムそのもの、若しくは圧縮され自動インストール機能を含むファイル
をハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。
【０２１２】
　また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、そ
れぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能で
ある。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを
複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれるものである
。
【０２１３】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせる。そして、ダウンロードした鍵情報を使用す
ることにより暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現
することも可能である。
【０２１４】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される。その他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼
動しているＯＳなどが、実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によっても前述した
実施形態の機能が実現され得る。
【０２１５】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれる。そ
の後、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わる
ＣＰＵなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によっても前述した実施形態の
機能が実現される。
【０２１６】
　なお、前述した実施形態は、本発明を実施するにあたっての具体化の例を示したものに
過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである
。即ち、本発明はその技術思想、又はその主要な特徴から逸脱することなく、様々な形で
実施することができる。
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【符号の説明】
【０２１７】
１０１　サーバ
１０２　画像形成装置
１０３　計測器
１０４　クライアント端末
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